
遺棄化学兵器処理事業の実施状況について

1 検査の背景

(1) 遺棄化学兵器処理事業の概要

内閣府は 「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約 （我が国は平成、 」

7年9月に批准、9年4月に発効。以下「化学兵器禁止条約」という ）等に基づき、11年度以降、中華人。

民共和国（以下「中国」という ）において、中国政府の協力の下で、遺棄化学兵器処理事業を実施し。

ている。この事業は、旧日本軍が第二次世界大戦終了時までに中国に持ち込み、戦後も遺棄されたま

まとなっている砲弾等の化学兵器（以下「遺棄化学兵器」という ）の発掘・回収、廃棄処理等を行う。

ものである。化学兵器の廃棄処理については、化学兵器禁止条約の効力が生じてから10年以内に完了

することとなっており、廃棄期限の延期は化学兵器禁止条約が効力を生じてから最長15年後までとす

ることとなっている。遺棄化学兵器の廃棄期限については別途その適用を除外することができる規定

があるものの、基本的には上記の廃棄期限を踏まえた対応がなされてきた。

そして、中国における遺棄化学兵器の廃棄処理が10年では完了しないことから、18年7月に、化学兵

器禁止機関（以下「ＯＰＣＷ」という ）において、廃棄期限を当初の19年4月から24年4月に延期する。

ことが決定された。その後も、延期された廃棄期限までに完了させることが困難になったことから、

24年2月に、ＯＰＣＷにおいて、日中両国政府間で一致した遺棄化学兵器の廃棄計画に基づき廃棄処理

を継続して、①24年4月29日時点で既にＯＰＣＷに申告されていた遺棄化学兵器については、ハルバ嶺

（吉林省）に埋設され又は保管されているものを除き、できる限り28年中の廃棄完了の目標を達成す

ることを目指して最善の努力を払うこと、②ハルバ嶺における遺棄化学兵器の廃棄については、発掘

・回収及び廃棄の作業の開始後できる限り3年以内に廃棄計画を作成することとして、それまでの間は

34年中の廃棄完了を目指して最善の努力を払うこと、③既に確認されて今後ＯＰＣＷに申告される遺

棄化学兵器及び今後確認され得る遺棄化学兵器の廃棄については、化学兵器禁止条約に従って、締約

国の義務を誠実に履行することなどがそれぞれ決定された。

(2) 遺棄化学兵器処理事業等の実施方法

遺棄化学兵器の発見から処分までの流れは、次のようになっている。

①中国国内で遺棄化学兵器とみられる砲弾等が発見されると、中国政府が我が国の外務省に通報す

る。②外務省が現地調査を行う。③現地調査の結果、遺棄化学兵器が確認された場合、内閣府に引き

継がれ、内閣府が、砲弾等の発掘を行い、遺棄化学兵器を回収して、遺棄化学兵器以外の砲弾等を中

国政府に引き渡す。④遺棄化学兵器を爆破や燃焼により処理する。⑤爆破や燃焼による処理によって

生じた残さなどの廃棄物を無害化処理する。⑥無害化処理した後の残存物等を廃棄物処理業者へ引き

渡すなどして処分する。

内閣府は、遺棄化学兵器処理事業の実施に当たり、30万発から40万発と推定される大量の遺棄化学

兵器が埋設されているハルバ嶺において、現地に廃棄処理施設を建設して、回収した遺棄化学兵器の

廃棄処理を行うこととし、これ以外の地区において、中国の北部と南部それぞれに、設置場所を移動

させることができる設備を整備して廃棄処理を行うこと（以下、この廃棄処理の方式を「移動式廃棄

処理」といい、その設備を「移動式廃棄処理設備」という ）とした。。

遺棄化学兵器処理事業は、内閣府が遺棄化学兵器の発掘・回収、廃棄処理等を日本国内の企業等に

委託するなどして行う事業（以下「直轄事業」という ）と、内閣府において実施することが困難であ。

ったり非効率であったりなどするため、中国国内の施設の建設工事等を中国政府に委託して行う事業



（以下「対中要請事業」という ）とがある。そして、遺棄化学兵器処理事業には、11年度から25年度。

までの間に、計1408億余円の国費が投入されている。

2 検査の着眼点

遺棄化学兵器処理事業は、半世紀以上も前に中国で遺棄されて、長期間埋設されたままとなっている

などの大量の化学兵器の発掘・回収、廃棄処理等を行うという前例のない事業であり、これまでに多額

の国費が投入されてきているが、現時点で事業完了の見通しは立っていない。

そこで、本院は、遺棄化学兵器処理事業について、①これまでの経緯及び事業の進捗状況はどのよう

になっているか、②事業が想定どおりに進捗していないことなどにより事業費が増加していないか、③

事業が効率的に実施されているかなどに着眼して検査した。

3 検査の状況

(1) 遺棄化学兵器処理事業の実施体制の変遷

内閣府は、遺棄化学兵器処理事業を次のような体制で実施してきている。

ア 12年度から15年度までの実施体制

内閣府は、株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル（以下「ＰＣＩ」という ）。

と日揮株式会社で構成される遺棄化学兵器処理事業総合コンサルティング共同企業体と総合コンサ

ルティング業務に関する委託契約を締結して、遺棄化学兵器処理事業の基本計画の立案、中国の各

地区の発掘・回収の基本設計並びに詳細計画の立案及び調査検討業務を行わせるなどしていた。

イ 16年度から19年度までの実施体制

16年度から、ハルバ嶺における遺棄化学兵器処理事業の本格化が見込まれたことから、事業を効

率的に実施するために、従来の総合コンサルティング業務に加えて、中国国内における施設の建設

や各種設備の製造に係る調達、現地での設備運転管理、中国への送金等に関する業務を一括して処

理する管理会社が必要になった。このため、内閣府はＰＣＩの関連企業の出資会社である株式会社

遺棄化学兵器処理機構（以下「機構」という ）と上記の業務を一括して総合管理業務として随意契。

約により委託契約を締結した。

ウ 20年度以降の実施体制

遺棄化学兵器処理事業に関し、20年5月に、機構及び再委託先であるＰＣＩの幹部が、遺棄化学兵

器処理事業に係る業務委託費を水増しして請求したことにより、不正な利益を得たとして詐欺容疑

で逮捕された。内閣府は、遺棄化学兵器処理事業で水増し請求が行われたことなどを踏まえて、機

構に一括して管理業務を委託していた体制を見直して、プロジェクトの推進、調達業務及び中国へ

の送金業務を内閣府自ら実施するとともに、業務委託に当たっては、原則として一般競争入札を実

施することとした。

(2) 遺棄化学兵器処理事業の実施状況

遺棄化学兵器処理事業は、事業開始以降、中国の各地区で実施されてきている。

ア 発掘・回収の実績

内閣府は、遺棄化学兵器の発掘・回収を、12年9月に北安（黒竜江省）で開始してから、中国の各

地区で実施してきており、25年度末までに回収された遺棄化学兵器は40,235発となっている。この

ほか、外務省が3年6月から現地調査を実施してきており、この際に回収された遺棄化学兵器を含め

ると、25年度末までに回収された遺棄化学兵器は約5万発となっている。

このうち、ハルバ嶺において、内閣府は、24年11月に本格的な発掘・回収を開始して、25年11月

末までに105発（試掘及び外務省が行った現地調査で回収された遺棄化学兵器700発を除く ）を回収。



している。しかし、遺棄化学兵器以外に大型の通常爆弾が多数発見され、中国政府において当該通

常爆弾の撤去及び処理方法について検討することになったため、遺棄化学兵器の発掘・回収は25年

11月から中断している。26年度は、本格的な廃棄処理に先行して行う試験廃棄処理の開始に向けた

準備作業が優先されたため、26年9月末現在ハルバ嶺における発掘・回収は再開されていない。

イ 廃棄処理の実績

(ｱ) 南部における移動式廃棄処理

内閣府は、南部における移動式廃棄処理を22年10月に南京（江蘇省）で開始して、25年8月まで

に35,681発の爆破処理及びこれに係る廃棄物の無害化処理を完了させている。その後、移動式廃

棄処理設備を南京から武漢（湖北省）へ輸送し据付工事を完了しており、26年9月末現在、武漢に

おいて管理棟工事等を実施している。武漢での廃棄処理が完了した後は、移動式廃棄処理設備を

広州（広東省）へ輸送して廃棄処理を行う計画となっているが、広州の移動式廃棄処理設備の設

置場所については、日中間で協議中のため、26年9月末現在決定していない。

(ｲ) 北部における移動式廃棄処理

内閣府は、北部における移動式廃棄処理を24年12月に石家荘（河北省）で開始して、25年7月ま

でに石家荘の保管庫に保管していた1,383発の爆破処理を終了させている。26年度には、石家荘の

周辺地区の保管庫に保管していた322発を石家荘に輸送して爆破処理し、その後、移動式廃棄処理

設備をハルビン（黒竜江省）へ移動させる予定であったが、新たに天津市で遺棄化学兵器が発掘

・回収され、太原（山西省）においても発掘・回収を行う予定となったことから、27年度以降も

引き続き石家荘で爆破処理を実施する予定にしている。なお、ハルビンの後に廃棄処理を行う地

区は、日中間で協議中のため、26年9月末現在決定していない。

(ｳ) ハルバ嶺における廃棄処理

内閣府は、ハルバ嶺において、14年に実施した調査により、埋設された遺棄化学兵器は30万発

から40万発であると推定したことから、21年4月の日中首脳会談において試験廃棄処理を実施する

ことを中国政府との間で確認した。これを受けて、内閣府は、22年8月に、株式会社神戸製鋼所

（以下「神戸製鋼」という ）及び川崎重工業株式会社と廃棄処理に関する委託契約をそれぞれ締。

結した。そして、これらの契約に基づき、24年4月から現地で試験廃棄処理を開始する予定にして

いた。しかし、上記の試験廃棄処理に使用する設備（以下「試験廃棄処理設備」という ）を収容。

するための収納庫の建設工事が着工するまでに想定外の日数を要したことなどにより、試験廃棄

処理の開始は26年12月頃になる見込みとなっている。

また、ハルバ嶺において、現在3,150kVAの電力供給を受けているが、発掘・回収と同時に、整

備中の試験廃棄処理設備2基を稼働させるには、9,450kVAの電力供給が受けられるようにする必要

があるため、近隣の変電所に専用の変圧器を設置して、専用の配電線を変電所からハルバ嶺まで

敷設しなければならない。しかし、中国政府との事前協議に時間を要したことなどから、電力供

給設備の増設工事が完了するのは27年12月になる見込みで、当該設備の完成後も、電力会社によ

る各種の確認検査を受ける必要があるため、発掘・回収と試験廃棄処理設備2基による試験廃棄処

理を同時に実施できるようになるのは、28年度中になる見込みとなっている。

ウ 回収、廃棄処理及び保管の状況

25年度末現在、外務省が行った現地調査の際に回収した遺棄化学兵器を含めて、同年度末までに

回収した約5万発から、廃棄処理した37,064発を差し引いた約1万3000発を保管している。遺棄化学

兵器の保管には、保管庫の建設費、土地借料、警備費等の経費を要することから、その数が増加す



ると保管費用も増加することになる。

(3) 想定していなかった事態の発生に伴う追加的な経費等

遺棄化学兵器処理事業の実施に当たり、当初想定していなかった事態の発生に伴って、次のとおり、

当初見込んでいなかった経費を要したり、調査研究等に多額の経費を費やした発掘のための機械装置

（以下「発掘装置」という ）の開発が中断したままとなっていたりしていた。。

ア 設備等の保管費用の発生

北部の移動式廃棄処理設備の石家荘の処理場の造成工事の開始が、重機等を工事現場へ輸送する

ためのアクセス道路の建設に想定外の日数を要して遅れたこと、南部の移動式廃棄処理設備の中国

への輸出に当たり、中国での荷受人の選定が難航したこと、ハルバ嶺の試験廃棄処理設備の現地の

収納庫の建設工事が着工までに想定外の日数を要したことなどのため、それぞれ完成した設備等を

設置場所へ輸送できず、日本国内及び中国国内の倉庫に一時的に保管することになった。このため、

当初想定していなかった保管費用が、21年12月から26年3月までの間に計2億5225万余円発生した。

そして、ハルバ嶺の試験廃棄処理設備は、26年度においても現地への輸送が完了するまでの間の保

管費用が発生している。

イ 残存物保管のための土地借料等の発生

内閣府は、神戸製鋼に製造させて借り受けた廃棄物の無害化処理設備により、南京において、25

年8月までに廃棄物の無害化処理を行った。しかし、この無害化処理後の残存物等約200トンの中に

分解処理できない砒素が高濃度で含まれていて、現地にこれを引き取ることができる廃棄物処理業
ひ

者がいないことなどから、砒素が含まれる無害化処理後の残存物等の最終処分方法について、日中

間で合意に至っていない。このため、残存物等をドラム缶に入れるなどして現地の倉庫に保管して

おり、日中間で残存物等の最終処分方法について合意に至り処分されるまでの間は、保管費用とし

て、土地借料、光熱水費、維持管理費及び警備費が年間2700万円程度発生する見込みとなっている。

また、南京以外の地区での廃棄処理で生ずる廃棄物の処分方法についても日中間で合意に至って

いないため、合意までに時間を要することになれば、廃棄物の増加に伴い保管費用も増加すること

になる。

ウ 発掘装置の開発の中断

内閣府は、ハルバ嶺における発掘を安全かつ効率的に実施するために、発掘装置の調査研究、設

計等の開発を12年度から19年度までの間に行った。そして、内閣府は、20年度に、発掘装置の詳細

仕様を決定するために、ハルバ嶺に埋設されている遺棄化学兵器の試掘調査を実施した。その結果、

発掘現場の内部において、砲弾が乱雑に重なり合っていたり、多くの砲弾が腐食して固着していた

り、丸太や金属ワイヤー等の障害物が埋設されていたりなどしていることが判明したため、その内

部の状況がいまだ完全に明らかとなっていない段階で発掘装置による発掘の検討を継続することは

困難と判断して開発を中断しており、手掘りによる発掘を開始している。

(4) 委託契約の実施

ア 発掘・回収等に係る委託契約の直接人件費

内閣府は、20年度から、遺棄化学兵器の発掘・回収等を一般社団法人シーソック（24年度までは

株式会社シーソックが受託。以下「シーソック」という ）に委託して実施しており、20年度から。

25年度までの間の支払額は計110億3758万余円となっている。

上記支払額のうち、直接人件費は、中国における発掘・回収等の実施や国内における実施計画の

作成等の業務を行う特殊専門家、全事業の管理、調整等の業務を行う後方支援要員等のシーソック



の職員の人件費で42億8870万余円を占めている。

直接人件費の算定について確認したところ、内閣府は、予定していた中国での発掘・回収等の業

務が減少するなどした場合に、外注費を見直すなどして契約変更を行っていたが、業務を実施する

人員数については見直しを行っていなかった。これは、単年度ごとの事業実施数の増減に応じて直

接人件費を算定して契約変更を行うことにすると、前記の特殊専門家等をシーソックが安定的に確

保することが困難になり、緊急的に実施する事業を迅速かつ柔軟に実施できなくなるおそれがあっ

たためとしている。なお、内閣府は、特殊専門家等について、中国における発掘・回収等の業務を

減少させて、国内における懸案事項の検討業務等を増加させたとのシーソックの実績報告を認めて、

委託金額の支払を行っている。

イ 発掘・回収等に係る委託契約の一般管理費率

内閣府は、シーソックが遺棄化学兵器処理事業の支援を目的として設立された唯一の企業である

ため、遺棄化学兵器処理事業に係る委託契約による収入以外に収入がないことから、委託業務の円

滑な遂行に必要な運転資金の蓄積を目的として一般管理費率を算定することとして、本件委託契約

の一般管理費率を20年度90％、21、22両年度50％、23、24両年度40％といずれも高率に設定してい

た。また、シーソックが株式会社から一般社団法人へ移行した際に、基金拠出及び貸付けに対する

債権放棄や寄附が一般社団法人の益金とみなされ法人税等の課税対象となったため、シーソックは

26年5月に内部に留保していた3億9173万余円のうちの1億4289万余円（国税1億0394万余円、地方税

3895万余円）を納税した。このような事情もあり、内閣府は、25、26両年度の契約においても、38

％と高率な一般管理費率を適用した委託費をシーソックに支払っている。

4 本院の所見

内閣府においては、遺棄化学兵器処理事業の実施に当たり、事業の実施地区の周辺住民等の危険を早

期に排除することや環境への配慮等を最優先としつつも、それに加えて経済的かつ効率的に事業を実施

することにより、費用を抑えるとともに、可能な限り早期に完了させることができるようにするために、

次の点に留意することが重要である。

ア 想定していなかった事態の発生に伴う追加的な経費等を要していることについては、予測できなか

った事態が発生するなどやむを得ない面もあるが、追加的な経費等の支出を抑えることなどのために、

中国政府と調整が必要な事項について、事業の実施に必要な手続等を事前に把握し早期に調整を開始

するとともに、中国政府との間でより一層の緊密な連携を図り、可能な限り事業の実施に当たっての

両国の合意形成までの期間の短縮に努めるなどすること。また、中国政府の協力を得て、遺棄化学兵

器の埋設状況を試掘調査するなどして把握し、発掘装置等の実用化の実現性を検証した上でその開発

に着手するか判断すること

イ 直轄事業の委託契約について、事業の実施状況に応じて必要人員数を見直したり、一般管理費率を

低減したりすることを検討して、適正な実施に努めること

ウ 事業の実施地区の周辺住民等の安全が確保されている場所では、遺棄化学兵器の保管費用が増加し

ないよう可能な限り発掘・回収と廃棄処理の均衡を考慮して、経済的な実施に努めること。特に、ハ

ルバ嶺における本格的な廃棄処理設備の処理方式、規模、台数等の決定については、現地の状況、実

施体制、遺棄化学兵器の回収速度等を十分に考慮して適切に行うこと

本院としては、今後とも遺棄化学兵器処理事業の実施状況について、引き続き注視していくこととす

る。


